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【手続補正書】
【提出日】令和3年6月21日(2021.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置であって、
　ファインダーと、
　前記ファインダーより第１の方向側にあるグリップ部と、
　前記撮像装置の背面のうち、前記ファインダーより前記第１の方向側、かつ前記グリッ
プ部より前記第１の方向と逆の第２の方向側、かつ前記撮像装置のうち、中央よりも、前
記第１の方向と垂直な方向において前記中央から前記ファインダー側に向かう第３の方向
側に設けられたタッチ操作部材と、
　前記タッチ操作部材に対する前記第１の方向へのスライド操作に応じて第１の機能を実
行し、前記タッチ操作部材に対する前記第２の方向へのスライド操作に応じて第２の機能
を実行するように制御する制御手段と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記第１の方向は前記撮像装置を背面側から見て右、前記第２の方向は前記撮像装置を
背面側から見て左である
ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
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　前記タッチ操作部材は、前記ファインダーを覗いたまま前記グリップ部を持つ手の親指
で前記第１の方向へのスライド操作と前記第２の方向へのスライド操作とが可能な箇所に
設けられている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記タッチ操作部材は、前記撮像装置の背面のうち、前記グリップ部を持つ手の親指を
待機させるサムレスト部より前記第２の方向側に設けられている
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記タッチ操作部材をタッチしてタッチ位置を移動させずにタッチを
離す操作であるタップ操作に応じて第３の機能を実行するように制御する
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記タッチ操作部材の第１の位置に対する前記タップ操作に応じて前
記第３の機能を実行し、前記タッチ操作部材の、前記第１の位置より前記第２の方向側の
第２の位置に対する前記タップ操作に応じて第４の機能を実行するように制御する
ことを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記タッチ操作部材をタッチ可能な指と同じ手の指で操作可能なダイヤル部材をさらに
有し、
　前記第１の方向は、前記ダイヤル部材を回転させる際の操作方向と同一である
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記第１の方向は、前記ダイヤル部材の回転軸と垂直である
ことを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記タッチ操作部材の操作面とは異なる位置を表示面とする表示手段において、
　　前記タッチ操作部材に対する前記第１の方向へのスライド操作に応じて撮影設定を変
更する場合に、前記撮影設定の設定値を示す表示アイテムを前記第１の方向にスクロール
して表示し、
　　前記タッチ操作部材に対する前記第２の方向へのスライド操作に応じて前記撮影設定
を変更する場合に、前記撮影設定の設定値を示す表示アイテムを前記第２の方向にスクロ
ールして表示するように制御する表示制御手段を更に有する
ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記タッチ操作部材が設けられた箇所には表示部が設けられていない
ことを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記タッチ操作部材の操作面とは異なる位置を表示面とする表示手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記タッチ操作部材の前記第１の方向の幅は、前記タッチ操作部材の前記第１の方向と
垂直な方向の幅よりも長い
ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記タッチ操作部材は、前記撮像装置の背面に設けられた複数の操作部材のうち、最も
前記第３の方向側に設けられている
ことを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記タッチ操作部材は、前記撮像装置の背面に設けられた表示手段よりも前記第３の方
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向側に設けられている
ことを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　前記タッチ操作部材は、前記撮像装置の背面に設けられたタッチパネルを除く、前記撮
像装置の背面に設けられ、かつ前記ファインダーより前記第１の方向側に設けられた複数
の操作部材のうち、最も前記第２の方向側に設けられている
ことを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　撮像装置の制御方法であって、
　前記撮像装置は、
　ファインダーと、
　前記ファインダーより第１の方向側にあるグリップ部と、
　前記撮像装置の背面のうち、前記ファインダーより前記第１の方向側、かつ前記グリッ
プ部より前記第１の方向と逆の第２の方向側、かつ前記撮像装置のうち、中央よりも、前
記第１の方向と垂直な方向において前記中央から前記ファインダー側に向かう第３の方向
側に設けられたタッチ操作部材と、
を有し、
　前記制御方法は、
　前記タッチ操作部材に対する前記第１の方向へのスライド操作に応じて第１の機能を実
行するように制御するステップと、
　前記タッチ操作部材に対する前記第２の方向へのスライド操作に応じて第２の機能を実
行するように制御するステップと、
を有する
ことを特徴とする制御方法。
【請求項１７】
　コンピュータを、請求項１～１５のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段として
機能させるためのプログラム。
【請求項１８】
　コンピュータを、請求項１～１５のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段として
機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
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